
 

 

第
五
十
九
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表

 

単
位
数
表
 

別
表

 

単
位
数
表
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

245
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加

算
(Ⅱ

) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

224
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

182
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

145
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ヘ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

137に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

100に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

55
に
相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合

す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を

算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相

（
新
設
）
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当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

2
2
1
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

2
0
8
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

2
0
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
8
7
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
8
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
6
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

163
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
5
8
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
4
2
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
3
9
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
2
1
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
1
8
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

1
0
0
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

7
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ト
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

チ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

24
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ヲ
 
（
略
）
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ヲ
 
（
略
）
 

ワ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

ワ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
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を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

92
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

90
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

80
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

1
0
0
0
分
の

64
に
相
当
す
る
単
位
数
 

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

59
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

43
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 

２
 
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合

す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た

指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を

算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相

当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

81
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

76
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

79
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

74
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

（
新
設
）
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

65
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

56
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

69
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

54
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

45
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

53
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

43
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

44
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0
分
の

33
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

カ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヲ

ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

12
に
相
当
す
る
単
位
数
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⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヲ

ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ヨ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

11
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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